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規 則  

 

 横 浜 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。  

   令 和 ２ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 規 則 第 68 号  

   横 浜 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 38 年 ２ 月 横 浜 市 規 則 第 13 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 20 条 の ２ 第 ２ 号 ウ 及 び 第 ３ 号 中 「 第 １ 第 １ 項 第 ２ 号 ロ (2) 」 を 「

第 １ 第 １ 項 第 ３ 号 ロ (2) 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 警 報 設 備 を 設 け る こ と そ の 他 こ れ に 準 ず る 措 置 の 基 準 ）  

第 20 条 の ３  条 例 第 16 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 警

報 設 備 を 設 け る こ と そ の 他 こ れ に 準 ず る 措 置 の 基 準 を 定 め る 件 （

令 和 ２ 年 国 土 交 通 省 告 示 第  250 号 ） に 定 め る 基 準 （ 同 告 示 第 １ 第

４ 号 及 び 第 ５ 号 を 除 く 。 ） と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 告 示 第

１ 中 「 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。

） 第 27 条 第 １ 項 各 号 、 第 ２ 項 各 号 又 は 第 ３ 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 建 築 物 の 部 分 」 と あ る の は 「 条 例 第 16 条 第 ２ 項 本 文 に 規 定

す る そ の 他 の 部 分 」 と 、 「 特 定 用 途 部 分 に 接 す る 部 分 」 と あ る の

は 「 同 項 本 文 に 規 定 す る そ の 部 分 （ 以 下 「 特 定 用 途 部 分 に 接 す る

部 分 」 と い う 。 ） 」 と す る 。  

 別 表 第 １ (14) の 項 中 「 第 １ 第 １ 項 第 ２ 号 ロ (2) 」 を 「 第 １ 第 １ 項 第 ３

号 ロ (2) 」 に 、  

「  

条例第16条第２項（  

条例第23条の４第２  

項及び条例第49条第  

２項において準用す  

る場合を含む。）の  

規定が適用される建  

築物        

各階平面図    防火設備の位置及び種別      

防火区画の位置及び面積      

政令第 112 条第18項本文に規定する  

区画に用いる壁の構造       

風道の配置            

政令第 112 条第20項に規定する準耐  

火構造の防火区画を貫通する風道に  

設ける防火設備の位置及び種別   

  給水管、配電管その他の管と政令第  

 112 条第20項に規定する準耐火構造  

の防火区画とのすき間を埋める材料  

の種別              

 ２面以上の断面図 政令第 112 条第20項に規定する準耐  
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  火構造の防火区画を貫通する風道に  

設ける防火設備の位置及び種別   

給水管、配電管その他の管と政令第  

 112 条第20項に規定する準耐火構造  

の防火区画とのすき間を埋める材料  

の種別              

耐火構造等の構造 

詳細図      

防火設備の構造、材料の種別及び寸  

法                

                        」  

を  

「  

条例第16条第２項（  

条例第23条の４第２  

項及び条例第49条第  

２項において準用す  

る場合を含む。）の  

規定が適用される建  

築物        

各階平面図    防火設備の位置及び種別      

防火区画の位置及び面積      

政令第 112 条第18項本文に規定する  

区画に用いる壁の構造       

風道の配置            

政令第 112 条第20項に規定する準耐  

火構造の防火区画を貫通する風道に  

設ける防火設備の位置及び種別   

給水管、配電管その他の管と政令第  

 112 条第20項に規定する準耐火構造  

の防火区画との隙間を埋める材料の  

種別               

２面以上の断面図 政令第 112 条第20項に規定する準耐  

火構造の防火区画を貫通する風道に  

設ける防火設備の位置及び種別   

 給水管、配電管その他の管と政令第  

 112 条第20項に規定する準耐火構造  

の防火区画との隙間を埋める材料の  

種別               

耐火構造等の構  

造詳細図    

防火設備の構造、材料の種別及び寸  

法                

 条例第16条第  

２項ただし書  

（条例第23条  

の４第２項及  

び条例第49条  

第２項におい  

て準用する場  

合を含む。以  

条例第16条第２  

項ただし書の規  

定に適合するこ  

との確認に必要  

な図書     

条例第16条第２項ただし書に規定す  

る場合に該当することを確認するた  

めに必要な事項          
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 下同じ。）の  

規定が適用さ  

れる建築物  

  

                        」  

に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  




